
全 住 協 第 ７２ 号 

平成２９年６月２２日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

総務委員長 小 尾   一 

 

水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う宅建業法施行令等の一部改正について 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細

は下記及び別添資料をご参照ください。                  敬 具  

 

記 

 

１．通知等資料 (1)「水防法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施 

行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

（平成２９年６月１５日付 国土動第３１号） 

(2)（別紙 1）宅地建物取引業法施行令 新旧 

(3)（別紙２）宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 改正後 

(4)（参考１）水防法等の一部を改正する法律 概要 

(5)（参考２）関係条文 抜粋資料 

※各資料は全住協ＨＰに掲載 

２．送付資料 １の(1)と(2) 

３．参考ＨＰ (1) 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin 

(2) 水防法等の一部を改正する法律案を閣議決定 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo02_hh_000017.html 

(3) 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo02_hh_000018.html 

４．問合せ先  (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

   以 上  
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改正後
重 要 事 項 説 明 書

（売買・交換）
（第九面）

記載要領
① Ⅰの１について

「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部（甲区）に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。

② Ⅰの２の（１）について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Ⅰの２の（２）について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

（注）数字は、宅地建物取引業法施行令第３条第１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

④ Ⅰの３について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、「備考」の欄にその略図等を記すこと。

⑤ Ⅰの４について
イ 「施設の整備予定」の欄の「排水」の項のかっこ書には、整備が予定されている施設の種

別を記すこと。
ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。

⑥ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。

３　   古都保存法 １１ 　　流通業務市街地整備法 １８の２ 首都圏近郊緑地保全法 ２５　　 道路法

４　   都市緑地法 １２　 　都市再開発法
１８の３ 近畿圏の保全区域の整備に関する
         法律

２６　　 全国新幹線鉄道整備法

５　   生産緑地法 １２の２ 沿道整備法 １８の４ 都市の低炭素化の促進に関する法律 ２７ 　　土地収用法

５の２ 特定空港周辺特別措置法 １２の３ 集落地域整備法 １８の５ 水防法 ２８　　 文化財保護法

５の３ 景観法
１２の４ 密集市街地における防災街区の整備
         の促進に関する法律

１８の６ 下水道法
２９ 　　航空法（自衛隊法において準用する場合
         を含む。）

６　　 土地区画整理法
１２の５ 地域における歴史的風致の維持及び
         向上に関する法律

１９ 　　河川法 ３０　　 国土利用計画法

６の２ 大都市地域における住宅及び住宅地
       の供給の促進に関する特別措置法

１３　　 港湾法 １９の２ 特定都市河川浸水被害対策法 ３１ 　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

６の３ 地方拠点都市地域の整備及び産業業
       務施設の再配置の促進に関する法律

１４　　 住宅地区改良法 ２０ 　　海岸法 ３２　　 土壌汚染対策法

６の４ 被災市街地復興特別措置法 １５　　 公有地拡大推進法 ２０の２ 津波防災地域づくりに関する法律 ３３ 　　都市再生特別措置法

７　　 新住宅市街地開発法 １６ 　　農地法 ２１ 　　砂防法 ３３の２ 地域再生法

７の２ 新都市基盤整備法 １７ 　　宅地造成等規制法 ２２　　 地すべり等防止法
３４ 　　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
         促進に関する法律

８　　 旧市街地改造法（旧防災建築街区造
       成法において準用する場合に限る。）

１７の２ マンションの建替え等の円滑化に関
する法律

２３　　 急傾斜地法 ３５ 　　災害対策基本法

９　　 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発
       区域の整備に関する法律

１７の３ 都市公園法 ２３の２ 土砂災害防止対策推進法 ３６ 　　東日本大震災復興特別区域法

１０　 　近畿圏の近郊整備区域及び都市開発
         区域の整備及び開発に関する法律

１８ 　　自然公園法 ２４ 　　森林法 ３７ 　　大規模災害からの復興に関する法律



改正後
重 要 事 項 説 明 書
（区分所有建物の売買・交換）

（第十一面）
記載要領

① Ⅰの１について
イ 「土地」及び「建物」は、一棟の建物及びその敷地のうち取引に係るものについて記載す

ること。
ロ 「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記

記録の権利部（甲区）に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。
② Ⅰの２の（１）について

「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高
層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Ⅰの２（２）について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

（注）数字は、宅地建物取引業法施行令第３条第１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。
④ Ⅰの３について

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、「備考」の欄にその略図等を記すこと。
⑤ Ⅰの４について

イ 「施設の整備予定」の欄の「排水」の項のかっこ書には、整備が予定されている施設の種
別を記すこと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。
⑥ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、そ

の旨を記すこと。特に、規約等の内容を記入する欄については、そのすべてを記入することに
代えて、その写しをを添付することで足りるものとする（ただし、該当部分を明示すること）。

３　   古都保存法 １１ 　　流通業務市街地整備法 １８の２ 首都圏近郊緑地保全法 ２５　　 道路法

４　   都市緑地法 １２　 　都市再開発法
１８の３ 近畿圏の保全区域の整備に関する
         法律

２６　　 全国新幹線鉄道整備法

５　   生産緑地法 １２の２ 沿道整備法 １８の４ 都市の低炭素化の促進に関する法律 ２７ 　　土地収用法

５の２ 特定空港周辺特別措置法 １２の３ 集落地域整備法 １８の５ 水防法 ２８　　 文化財保護法

５の３ 景観法
１２の４ 密集市街地における防災街区の整備
         の促進に関する法律

１８の６ 下水道法
２９ 　　航空法（自衛隊法において準用する場合
         を含む。）

６　　 土地区画整理法
１２の５ 地域における歴史的風致の維持及び
         向上に関する法律

１９ 　　河川法 ３０　　 国土利用計画法

６の２ 大都市地域における住宅及び住宅地
       の供給の促進に関する特別措置法

１３　　 港湾法 １９の２ 特定都市河川浸水被害対策法 ３１ 　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

６の３ 地方拠点都市地域の整備及び産業業
       務施設の再配置の促進に関する法律

１４　　 住宅地区改良法 ２０ 　　海岸法 ３２　　 土壌汚染対策法

６の４ 被災市街地復興特別措置法 １５　　 公有地拡大推進法 ２０の２ 津波防災地域づくりに関する法律 ３３ 　　都市再生特別措置法

７　　 新住宅市街地開発法 １６ 　　農地法 ２１ 　　砂防法 ３３の２ 地域再生法

７の２ 新都市基盤整備法 １７ 　　宅地造成等規制法 ２２　　 地すべり等防止法
３４ 　　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
         促進に関する法律

８　　 旧市街地改造法（旧防災建築街区造
       成法において準用する場合に限る。）

１７の２ マンションの建替え等の円滑化に関
する法律

２３　　 急傾斜地法 ３５ 　　災害対策基本法

９　　 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発
       区域の整備に関する法律

１７の３ 都市公園法 ２３の２ 土砂災害防止対策推進法 ３６ 　　東日本大震災復興特別区域法

１０　 　近畿圏の近郊整備区域及び都市開発
         区域の整備及び開発に関する法律

１８ 　　自然公園法 ２４ 　　森林法 ３７ 　　大規模災害からの復興に関する法律



改正後
重 要 事 項 説 明 書

（宅地の貸借）
（第七面）

記載要領
① Ⅰの１について

「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部（甲区）に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。

② Ⅰの２（１）について
「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。

③ Ⅰの２（２）について
「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

（注）数字は、宅地建物取引業法施行令第３条第１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。

③ Ⅰの３について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、「備考」の欄にその略図等を記すこと。

④ Ⅱの６について
「一般借地契約」、「定期借地契約」のいずれに該当するかを明示すること。

⑤ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。

３　   古都保存法 １１ 　　流通業務市街地整備法 １８の２ 首都圏近郊緑地保全法 ２５　　 道路法

４　   都市緑地法 １２　 　都市再開発法
１８の３ 近畿圏の保全区域の整備に関する
         法律

２６　　 全国新幹線鉄道整備法

５　   生産緑地法 １２の２ 沿道整備法 １８の４ 都市の低炭素化の促進に関する法律 ２７ 　　土地収用法

５の２ 特定空港周辺特別措置法 １２の３ 集落地域整備法 １８の５ 水防法 ２８　　 文化財保護法

５の３ 景観法
１２の４ 密集市街地における防災街区の整備
         の促進に関する法律

１８の6  下水道法
２９ 　　航空法（自衛隊法において準用する場合
         を含む。）

６　　 土地区画整理法
１２の５ 地域における歴史的風致の維持及び
         向上に関する法律

１９ 　　河川法 ３０　　 国土利用計画法

６の２ 大都市地域における住宅及び住宅地
       の供給の促進に関する特別措置法

１３　　 港湾法 １９の２ 特定都市河川浸水被害対策法 ３１ 　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

６の３ 地方拠点都市地域の整備及び産業業
       務施設の再配置の促進に関する法律

１４　　 住宅地区改良法 ２０ 　　海岸法 ３２　　 土壌汚染対策法

６の４ 被災市街地復興特別措置法 １５　　 公有地拡大推進法 ２０の２ 津波防災地域づくりに関する法律 ３３ 　　都市再生特別措置法

７　　 新住宅市街地開発法 １６ 　　農地法 ２１ 　　砂防法 ３３の２ 地域再生法

７の２ 新都市基盤整備法 １７ 　　宅地造成等規制法 ２２　　 地すべり等防止法
３４ 　　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
         促進に関する法律

８　　 旧市街地改造法（旧防災建築街区造
       成法において準用する場合に限る。）

１７の２ マンションの建替え等の円滑化に関
する法律

２３　　 急傾斜地法 ３５ 　　災害対策基本法

９　　 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発
       区域の整備に関する法律

１７の３ 都市公園法 ２３の２ 土砂災害防止対策推進法 ３６ 　　東日本大震災復興特別区域法

１０　 　近畿圏の近郊整備区域及び都市開発
         区域の整備及び開発に関する法律

１８ 　　自然公園法 ２４ 　　森林法 ３７ 　　大規模災害からの復興に関する法律



２．「社会経済被害の最小化」のための既存資源の最大活用

● ＜予算関係法律＞

○ 平成27年9月関東・東北豪雨や、平成28年8月台風10号等では、

逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生。

⇒「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、

同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策が急務。

○ 全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることに対応するため、

「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から

「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと

意識を根本的に転換し、ハード・ソフト対策を一体として、

社会全体でこれに備える水防災意識社会の再構築への取組が必要。

１．「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築

孤立者を救助するヘリ

○ 洪水予報河川や水位周知河川に指定されていな

い中小河川についても、過去の浸水実績等を市町

村長が把握したときは、これを水害リスク情報（※）と

して住民へ周知する制度を創設。
※ 河川が氾濫した場合に浸水が予想されるエリア・水深等の危険情報

○ 洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設

について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施を義務化（現行

は努力義務）し、地域社会と連携しつつ確実な避難を実現。

○ 水防管理者が指定する輪中堤等の掘削、切土等の行為を制限。

○ 既存ストックを活用したダム再開発事業や、災害復旧事業等のうち、都道府県等の管理河川で施行

が困難な高度な技術力等を要するものについて、国・水資源機構による工事の代行制度を創設。

○ 水防活動を行う民間事業者へ緊急通行等の権限を付与。

平成27年9月 関東・東北豪雨

破堤箇所

大規模氾濫減災協議会の創設

○ 国土交通大臣又は都道府県知事が指定する

河川において、流域自治体、河川管理者等から

なる協議会を組織。

○ 水害対応タイムラインに基づく取組等の協議結果を

構成員は各々の防災計画等へ位置づけ、確実に実施。

市町村長による水害リスク情報の周知制度の創設

災害弱者の避難について地域全体での支援

国等の技術力を活用した中小河川の治水安全度の向上

民間を活用した水防活動の円滑化

浸水拡大を抑制する施設等の保全

平成28年台風10号により、岩手県の要配慮者
利用施設では利用者9名の全員が死亡。

予算制度関係

▼協議会のイメージ
「水害対応タイムライン」（※）等を協議会で作成・点検。

※ 水害からの的確な避難や被害拡大
防止のため関係者の役割・連絡体
制を時系列で整理した行動計画。

水防法等の一部を改正する法律　概要背

景・必要性

法案の概要

【目標・効果】

洪水時の逃げ遅れによる人的被害ゼロを実現

（ＫＰＩ） 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施率

大規模氾濫減災協議会の設置率

716/31,208施設（約2％）（2016年3月）
⇒関係機関と連携し、

2021年までに100％を実現

134/367協議会 （約37％）（2016年12月）
⇒都道府県に働きかけ、2021年までに100％を実現

※ 現行協議会は法施行後に
法定協議会へ改組予定

※ 法定協議会の母数は見込み

※

（参考１）



浸水拡大を抑制する施設等の保全

○ 輪中堤防や自然堤防等が存する区域が、洪水の際に浸水の拡大を抑制する効用を
有する場合、水防管理者がこれを浸水被害軽減地区として指定し、保全を図る。

○ 浸水被害軽減地区の保全により、住民避難までのリードタイムを確保し、又は水
防団等が土のう積み等を行う箇所を重点化し、もって水災による被害の軽減を図る。

揖斐川
い び がわ

牧輪中
まき わ じゅう

福束輪中
ふく つか わ じゅう

安八町
あん ぱち ちょう

輪之内町
わ の うち ちょう

破堤箇所
(33.8k)

は てい か しょ

×

長良川
なが ら がわ

輪中堤

＜輪中堤：昭和５１年９月 台風１７号の際の様子＞

※ 届出をしないで、又は虚偽の届出をして土地の形状変更行為を行った者には罰則

○ 輪中堤防等が存する土地等の区域
が浸水の拡大を抑制する効用を有す
ると認めるときは、これを浸水被害軽
減地区として指定。

水防管理者による指定

※ 指定のため、河川管理者が情報提供等の必要な
援助を行う

助言・勧告

○ 届出に係る行為が浸水被害軽減地
区の保全の観点から望ましくないと水
防管理者が認めるときは、必要な助言
又は勧告。

形状変更行為の届出

○ 浸水被害軽減地区内の土地の改変、
掘削等をしようとする者は、あらかじめ
水防管理者にその旨を届出。



（参考２） 

関係条文 抜粋資料 

 

水防法 （抜粋） 

（浸水被害軽減地区の指定等）（新規） 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する

区域を含み、河川区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）

内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するも

のとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制す

る効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指

定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減

地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に

通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

（標識の設置等）（新規） 

第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定した

ときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつて

は条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害

軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければな

らない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、

前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、

若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価に

よりその損失を補償しなければならない。 

（行為の届出等） （新規） 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他

土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前

までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方

法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければな

らない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及

び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長

に通知しなければならない。 



３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減

地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるとき

は、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

 

水防法政令 （抜粋） 

（通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） （新規） 

第一条 水防法（以下「法」という。）第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行

為は、次に掲げるものとする。 

一 浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為 

二 仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を一時的な利用に供す

る目的で行う行為（当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水

の拡大を抑制する効用が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限

る。） 

 

以上 

 




